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Ⅰ さいき９０３エコプラン（佐伯市環境基本計画）の概要

１ 基本目標

佐伯市全域の環境行政の指針を定めた佐伯市環境基本計画（さいき９０３エコプラ

ン）を平成 20 年３月に策定しました。計画の期間は平成 20 年度～平成 29 年度の 10

年間で、市民・事業者・行政の市域すべての主体で様々な環境問題に取り組むことを

明示しています。

～望ましい環境像（佐伯市が 10 年後にめざす環境像）～

望ましい環境像を達成するために環境を大きく５つの分野にわけて、それぞれに基

本目標を設定し、さらに基本目標を達成するための施策を提示しています。

「人と環境が共生し、豊かな自然を未来に引き継ぐまち・佐伯」

基本目標

「優れた自然を守り、育み、活かすまち」

佐伯市は、祖母傾国定公園及び番匠川水系をはじめ、リアス
式海岸に代表される豊かな海と、森林資源に恵まれた地域です。
今後も、多様な動植物の生息・生育環境を保全し、育むととも
に、豊かな自然の恵みを活かしたまちづくりを推進します。

○基本的施策 海・山・川を守り、育み、活かす
多様な動植物の生息・生育空間を守り、育む

自然環境
分 野

基本目標

「ものを大切にし、安心して暮らせる循環型のまち」

安心できる生活環境を維持し、持続可能な社会をつくるため
に、大気汚染や水質汚濁等の環境汚染を防止するとともに、廃
棄物の発生抑制やリサイクルの推進等、家庭での暮らしや事業
所での事業活動を見直し、環境への負荷を抑えた循環型社会の
実現に努めます。

○基本的施策 公害のない住みよいまちをつくる
ものを大切にし、持続可能なまちをつくる

生活環境
分 野
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基本目標

「歴史文化を大切にし、きれいで住みよいまち」

佐伯市は歴史文化のおもむきを残す城山周辺や山間部にお
ける農村景観、海岸部における漁村景観等多様な環境資源を有
しており、これらの資源を保全、活用するとともに、公園緑地
や親水空間等の身近な快適空間の保全、創造に努め、きれいで
住みよいまちをめざします。

○基本的施策 美しく快適なまちをつくる
歴史や文化を大切にする

快適環境
分 野

基本目標

「将来の世代を思いやり、地球環境に貢献するまち」

地球環境問題は、私たちの生活と密接な関わりがあることを
認識し、省資源、省エネルギー行動など、市民一人ひとりが身
近にできる取り組みを推進します。また、二酸化炭素吸収源で
ある森林の整備や環境にやさしいエネルギーの導入等、将来の
世代を思いやり、地域から地球環境に貢献します。

○基本的施策 省資源や省エネをすすめ、地球温暖化をふせぐ
地球にやさしい取り組みをすすめる

地球環境
分 野

～さいき９０３エコプラン～

９０３㎞２という九州一の広さを誇る佐伯市において、合併した９つの地域が、輪（０）
になり、市民・事業者・行政の３者が一体となって、環境問題に取り組んでいくとい
う思いを表しています。

基本目標

「環境づくりにみんなで参加するまち」

環境を守り活かす地域づくりを推進するため、子どもから大
人まで一人ひとりが人間と環境の関わりについて理解と認識
を深め、責任ある行動をとっていけるように環境教育・環境学
習を推進します。また、市民、事業者、行政が緊密な協力・連
携のもとに、日常生活や事業活動を通して、自主的かつ積極的
な環境づくりを推進するまちをめざします。

○基本的施策 環境教育・環境学習をすすめる
みんなで協力して行動する

環境学習・
３者（市民・事業者・行政）

協働分野
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２ 施策の体系

さいき９０３エコプランに掲げた基本目標を達成するための基本的施策に沿って、

具体的に進めていく施策の体系を以下に示します。

■ 施策の体系

5つの
基 本
目 標

基本的
施 策

施 策

希少な動植物の保護

優れた自然環境の保全、活用

優れた自然とのふれあいの推進

良好な生態系の保全

外来生物＊の防除対策等の推進

有害鳥獣対策の推進

環境に配慮した農林水産業の推進

大気環境、水環境、土壌環境の保全対策の推進

化学物質対策等の推進

環境監視体制の充実

３Ｒ＊の推進

不法投棄対策の推進

産業廃棄物の適正処理、処分の促進

漂着ごみ対策の推進

地域美化活動の促進

公園緑地の整備

身近な水辺の保全、活用

快適なまち並み空間の整備

里地・里山の保全、活用

農村景観、漁村景観の保全

歴史的資源の保全と環境保全の一体的推進

地域文化の保存と活用

省エネルギー対策の推進

新エネルギー活用の推進

森林の保全、再生による二酸化炭素吸収源の確保

フロン＊対策の推進

酸性雨対策の推進

環境情報の収集、整備と活用

学校における環境教育・環境学習の推進

地域における環境教育・環境学習の推進

地産・地消の推進

環境ＮＰＯ＊、市民団体の育成とネットワーク化

市民による環境調査、保全行動の促進

事業者の環境保全行動の促進

コミュニティ政策と地域環境保全対策の一体的推進
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３ 重点施策

望ましい環境像を実現するためには、１つひとつの施策を総合的に推進していくと

ともに、佐伯市の環境問題の緊急性や重要性に応じて、優先的に取り組むべきプラン

を重点的に推進することが重要です。このため、佐伯市の特性や課題を踏まえ、次の

３つの重点プロジェクトを優先して取り組んでいきます。

∭ 市民による自然環境調査

● 自然環境に関する保全、活用及び修復、再生すべき対象を明らかにするために調査

を実施します。

● 調査地域は、市域を市街地、山間部、海岸部と大きく３つに分けて調査を実施しま

す。

∭ ３Ｒの協働による推進

● 平成 20 年４月からペットボトルのリサイクルを行うため、分別収集を始めます。そ

のためペットボトルの排出方法を啓発します。

● 平成 20 年４月から資源ごみの収集を無料化することで資源ごみの分別を徹底し、燃

えるごみの減量化を進めます。

● レジ袋削減やマイバッグの普及促進のため、普及方法の研究に着手します。

● ごみの分別方法を指導できる人の育成を進めるため、リーダー研修を行います。

● ごみの減量化に効果のある、実生活に基づいた“ごみダイエットメニュー”の収集

及び情報発信に努めます。

∭ 健全な森づくりに向けた取組

■ 人工林管理の適正化

● 関係機関と連携し、森林ごとに所有者、樹種などの森林情報の現況把握に努めます。

● 森林がもつ多面的機能を踏まえ、林地ごとのあるべき姿を検証し、新たな森林、林

業経営の再構築を図ります。

● 「漂着ごみ」は佐伯市全体の問題として捉え、川上と川下がお互いに森林環境保全

に対する意識を高めるため、協働できる場の提供などの支援を行います。

■ 伐採後の森林管理の適正化

● 高性能林業機械を用いた伐採計画や伐採後の管理に対して、適切な指導を行います。

● 森林所有者に対して、伐採跡地に植林を行うよう啓発するとともに、特に防災上必

要な場所については、植栽を行うよう指導を強化します。



■ シカの頭数管理と活用

● シカの生息状況の実態把握に努めます。

● 計画的なシカの頭数管理の推進に努めます。

● 関係機関との協力を強化しながら、効率性やコスト面などについて総合的に被害防

除の検討を進めます。

● シカの捕獲、運搬、解体処理、加工、販売、消費のルートを検討し、シカ肉の消費

拡大を図ります。

４ 計画の推進体制

●市は市民、事業者に対する広報などを行い、身近にできる取組

ます。

●佐伯市環境審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項を調査審議し、

市長に対して報告（答申）を行います。

●佐伯市環境基本計画推進懇話会（仮称）は、市の施策・事業の実施状況などに対して、

提言するとともに、意見交換を行います。

●庁内の推進組織は、関係各課で実施される施策の進行状況を管理する場として、施策

の調整、見直しを行います。

５ 進行管理のしくみ

計画を立案し（Plan

行し、行動を行い（Do

状況をチェックします（

して、施策や事業を見直し（

計画を着実に推進します。

5

シカの頭数管理と活用

シカの生息状況の実態把握に努めます。

計画的なシカの頭数管理の推進に努めます。

関係機関との協力を強化しながら、効率性やコスト面などについて総合的に被害防

除の検討を進めます。

捕獲、運搬、解体処理、加工、販売、消費のルートを検討し、シカ肉の消費

市は市民、事業者に対する広報などを行い、身近にできる取組への協力や意見を求め

佐伯市環境審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項を調査審議し、

市長に対して報告（答申）を行います。

佐伯市環境基本計画推進懇話会（仮称）は、市の施策・事業の実施状況などに対して、

提言するとともに、意見交換を行います。

庁内の推進組織は、関係各課で実施される施策の進行状況を管理する場として、施策

の調整、見直しを行います。

Plan）、施策を実

Do）、毎年進捗

状況をチェックします（Check）。そ

施策や事業を見直し（Action）、

計画を着実に推進します。

関係機関との協力を強化しながら、効率性やコスト面などについて総合的に被害防

捕獲、運搬、解体処理、加工、販売、消費のルートを検討し、シカ肉の消費

への協力や意見を求め

佐伯市環境審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項を調査審議し、

佐伯市環境基本計画推進懇話会（仮称）は、市の施策・事業の実施状況などに対して、

庁内の推進組織は、関係各課で実施される施策の進行状況を管理する場として、施策


